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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
五
号

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
十
四

条
の
五
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

氏
名

関

一
郎

㈡

事
務
所
の
名
称

関
行
政
書
士
事
務
所

㈢

事
務
所
の
所
在
地

豊
島
区
池
袋
二
丁
目
四
十
九
番
十
三
号

杉
山
ビ
ル
三
階

㈣

所
属

東
京
都
行
政
書
士
会

㈤

登
録
番
号

第
〇
一
〇
八
一
九
九
五
号

二

処
分
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
十
五
日

三

処
分
の
内
容

戒
告

四

適
用
条
文

法
第
十
条
及
び
第
十
三
条

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
六
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
八
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二

条
第
四
項
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
法
に

よ
る
改
正
前
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
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第
五
十
七
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
商
取

引
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

名
称

株
式
会
社
Ｓ
ｋ
ｙ
Ｒ
ｉ
ｓ
ｅ

㈡

代
表
者
氏
名

川
畑

翔
太

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

神
奈
川
県
海
老
名
市
今
里
一
丁
目
六
番
三
十

六
号

二

処
分
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
十
三
日

三

処
分
の
内
容

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
十
三
日
ま
で
の
間

（
六
箇
月
間
）
新
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
販
売
に
係

る
次
の
行
為
を
停
止
す
る
。

㈠

役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
す
る
こ
と
。

㈡

役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

㈢

役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

旧
法
第
八
条
第
一
項

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
七
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

商

号

株
式
会
社
Ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ

ｆ
ｉ
ｒ
ｓ

ｔ

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

田
中

真

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
三
十
二
番
十
五
号
第
三

白
倉
ビ
ル
三
階

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
九
八
一
五
一
号

五

免
許
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
三
十
年

三
月
二
十
二

日

青
梅
市
師
岡
町

二
丁
目
二
十
八

番
一
及
び
同
番

三
の
各
一
部

延
長二

七
・
〇
八

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
三

十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
理
由
に
よ
り
、
東
京
写
真
材
料
国
民
健
康

保
険
組
合
が
解
散
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
民
健
康
保
険
組
合
の
名
称

東
京
写
真
材
料
国
民
健
康
保
険
組
合

二

事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町
二
丁
目
３
番
地
Ｍ
＆
Ｃ
ビ
ル

三

解
散
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
技
芸
国
民
健
康
保
険
組
合
規

約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

組
合
員
の

範
囲
に
係

る
も
の

第
５
条

組
合
員

は
、
東
京
都
内

の
事
業
所
に
お

い
て
技
芸
の
事

業
に
従
事
す
る

者
で
、
第
３
条

の
地
区
内
に
住

第
５
条

組
合
員

は
、
東
京
都
内

の
事
業
所
に
お

い
て
以
下
の
各

号
の
事
業
又
は

業
務
に
従
事
す

る
者
で
、
当
該

平
成
三
十
年

四
月
一
日
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所
を
有
す
る
者

と
す
る
。

２

前
項
の
事
業

の
内
容
は
、
洋

裁
、
縫
製
、
編

物
、
染
洗
、
写

真
、
印
章
、
人

形
、
造
花
、
刺

繍
、
服
飾
（
ア

ク
セ
サ
リ
ー
）
、

手
工
芸
等
の
技

術
手
芸
と
す
る
。

３

組
合
員
が
前

項
の
事
業
に
従

事
す
る
者
で
あ

る
こ
と
の
判
定

基
準
は
別
に
定

め
る
。

各
号
に
定
め
る

区
域
内
に
住
所

を
有
す
る
者
と

す
る
。

一

洋
裁
、
縫

製
、
編
物
、

染
洗
、
写
真
、

印
章
、
人
形
、

造
花
、
刺
繍
、

服
飾
（
ア
ク

セ
サ
リ
ー
）
、

手
工
芸
等
の

技
術
手
芸
の

事
業第

３
条
に

定
め
る
区
域

二

写
真
材
料

の
業
務

東

京
都
、
神
奈

川
県
、
千
葉

県
及
び
埼
玉

県
の
区
域

２

組
合
員
が
前

項
の
事
業
又
は

業
務
に
従
事
す

る
者
で
あ
る
こ

と
の
判
定
基
準

は
別
に
定
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
一
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
河
川
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
の
名
称

荒
川
水
系
一
級
河
川
隅
田
川

二

指
定
す
る
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

台
東
区
今
戸
二
丁
目
二
十
四
番
八
地
内

同

所
同

番
三
十
四
地
内

台
東
区
橋
場
一
丁
目
三
百
二
番
一

同

所
同

番
二
地
内

同

所
同

番
三
地
内

同

所
同

番
十
七
地
内

同

所
同

番
二
十
二
地
内
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
五
、
九
八
二

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
一
二
、
三
八
五

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１６,５５４

中
央
区
選
挙
区

４２,６５１

港
区
選
挙
区

６６,６３８

新
宿
区
選
挙
区

８９,５３５

文
京
区
選
挙
区

５９,４４３

台
東
区
選
挙
区

５３,８７２

墨
田
区
選
挙
区

７４,９６１

江
東
区
選
挙
区

１３５,５９８

品
川
区
選
挙
区

１０８,８１１

目
黒
区
選
挙
区

７８,２０１

大
田
区
選
挙
区

１６８,２０９

世
田
谷
区
選
挙
区

１９３,０５６

渋
谷
区
選
挙
区

６３,３２０

中
野
区
選
挙
区

９２,９７２

杉
並
区
選
挙
区

１４６,９９７

豊
島
区
選
挙
区

７７,０３４

北
区
選
挙
区

９６,１１３

荒
川
区
選
挙
区

５６,４０１

板
橋
区
選
挙
区

１４４,４７４

練
馬
区
選
挙
区

１６７,８７４

足
立
区
選
挙
区

１６０,３９６

葛
飾
区
選
挙
区

１２５,９６５

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,６６７

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,０３５

立
川
市
選
挙
区

５０,８０７

武
蔵
野
市
選
挙
区

４０,８８３

三
鷹
市
選
挙
区

５１,８４５

青
梅
市
選
挙
区

３８,２４９

府
中
市
選
挙
区

７１,０５２

昭
島
市
選
挙
区

３１,２６９

町
田
市
選
挙
区

１１８,８３６

小
金
井
市
選
挙
区

３３,５５０

小
平
市
選
挙
区

５２,３７２

日
野
市
選
挙
区

５１,１８６

西
東
京
市
選
挙
区

５５,８３９

西
多
摩
選
挙
区

７０,０２４

南
多
摩
選
挙
区

６６,１０７

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,３４３

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５５,３２８

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８７,８３７

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,４２４

島
部
選
挙
区

７,３４５

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、
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同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ビ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ブ
た
す
け
あ
い
練
馬

た
す
け
あ
い
ワ
ー
カ
ー
ズ
ふ
ろ
し
き

二

代
表
者
の
氏
名

藤
縄

惠
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
練
馬
区
練
馬
四
丁
目
十
七
番
二
号

グ
リ
ン
デ
ル
豊
島

園
一
〇
二

四

認
定
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
十
五
日
ま

で
一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
開
発
教
育
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

上
條

直
美

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
文
京
区
小
石
川
二
丁
目
十
七
番
四
十
一
号

富
坂
キ
リ

ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
二
号
館
三
階

四

認
定
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
十
五
日
ま

で

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

足
立
区
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

足
立
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

平
成
二
十
八
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
九
年

二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

足
立
区
（
神
明
三
丁
目
の
一
部
）
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

足
立
区
神
明
三
丁
目
地
内

五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
推
進
地
区
の
指
定
に

つ
い
て

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
日
付
二
十
八
都
市
住
マ
第
三
百
二
十
二
号
）
第
三

三

の
規
定
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
推
進
地
区
（
以
下

「
地
区
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
の
で
、
第
三

四
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

地
区
の
名
称
、
位
置
、
区
域
及
び
面
積

㈠

大
崎
西
口
駅
前
地
区

品
川
区
大
崎
三
丁
目
六
番
の
一
部
（
別
図
一
の
と
お
り
）

約
一
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

㈡

諏
訪
・
永
山
地
区

多
摩
市
諏
訪
一
丁
目
、
諏
訪
二
丁
目
、
諏
訪
三
丁
目
、
諏
訪

四
丁
目
、
諏
訪
五
丁
目
、
諏
訪
六
丁
目
、
永
山
一
丁
目
、
永
山

二
丁
目
、
永
山
三
丁
目
、
永
山
四
丁
目
、
永
山
五
丁
目
、
永
山

六
丁
目
及
び
永
山
七
丁
目
（
別
図
二
の
と
お
り
）

約
三
百
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
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建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
し
た
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
広
尾
ト
ラ
ス
ト

港
区
西
麻
布
四
丁
目
一
番
一－

八
一
二
号

廣
岡

正
久

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
六
）
第
一
四
一
九
〇
三
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
事
実
を
公
告
し
、
そ
の
公

告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か

っ
た
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

一

処
分
し
た
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

有
限
会
社
イ
マ
ダ

八
王
子
市
め
じ
ろ
台
三
丁
目
四
番
地
六

今
田

祥

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
六
）
第
一
四
二
八
〇
七
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
事
実
を
公
告
し
、
そ
の
公

告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か

っ
た
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

一

処
分
し
た
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

ジ
ー
エ
ッ
ク
ス
建
設
株
式
会
社

新
宿
区
山
吹
町
二
百
六
十
一
番

岡

哲
也

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
六
）
第
一
四
二
六
八
九
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
事
実
を
公
告
し
、
そ
の
公

告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か

っ
た
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

一

処
分
し
た
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

ｉ
ｓ
ｍ
１
株
式
会
社

板
橋
区
東
新
町
一
丁
目
十
番
十
二
号

武
藤

涼
太

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
六
）
第
一
四
二
二
〇
一
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
事
実
を
公
告
し
、
そ
の
公

告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か

っ
た
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
殿
ケ
谷
字

土
手
内
四
百
四
番
及
び
四
百
十
四

番
一

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
平
井
字

三
吉
野
清
坊
六
百
八
十
六
番
四
、

同
番
五
、
六
百
八
十
七
番
四
、
同

番
五
、
六
百
八
十
八
番
十
四
、
同

番
十
五
、
六
百
九
十
二
番
三
十
九

及
び
同
番
四
十

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
南
平
六
丁
目
二
十
八
番
一

及
び
同
番
一
地
先

八
王
子
市
南
大
沢
一
丁
目
八
番

地
二

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

支
配
人

田
中

清
彦

青
梅
市
今
井
二
丁
目
千
百
四
十
七

番
二
及
び
千
五
百
七
十
番
二

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

東
大
和
市
芋
窪
三
丁
目
千
六
百
三

十
六
番
四
か
ら
同
番
六
の
各
一
部

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

テ
ィ
ー
ア
ラ
ウ
ン
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

博
範

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
草
花
字
高
瀬
六
百
九

十
六
番
一
、
六
百
九
十
七
番
一
並

び
に
同
番
二
及
び
同
番
六
の
各
一

部
並
び
に
同
番
六
地
先

あ
き
る
野
市
野
辺
三
百
九
十
二

番
地

南
部
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
村

隆
二

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

三
鷹
市
新
川
五
丁
目
百
七
十
一
番

六
、
同
番
九
、
同
番
十
二
、
同
番

十
三
及
び
百
七
十
九
番
三

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
一
丁
目

三
十
一
番
十
一
号

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

小
金
井
市
本
町
三
丁
目
二
千
五
百

八
十
八
番
十
及
び
同
番
十
三
か
ら

同
番
十
五
ま
で

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

東
久
留
米
市
本
町
四
丁
目
七
百
六

十
九
番
六

武
蔵
野
市
境
南
町
三
丁
目
八
番

三
号

住
宅
新
興
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

森

和
彦

小
金
井
市
本
町
五
丁
目
千
八
百
十

五
番
二
並
び
に
千
八
百
十
六
番
イ

二
及
び
同
番
ロ
の
各
一
部
、
千
八

百
十
七
番
三
、
同
番
十
四
の
一
部
、

同
番
十
五
並
び
に
同
番
十
九
及
び

同
番
二
十
二
の
各
一
部
、
同
番
二

十
四
、
同
番
二
十
五
並
び
に
同
番

二
十
八
、
同
番
イ
二
、
同
番
ロ
三
、

小
金
井
市
本
町
一
丁
目
十
八
番

十
号

株
式
会
社
Ｊ
Ｒ
中
央
ラ
イ
ン
モ

ー
ル代

表
取
締
役

大
澤

実
紀

同
番
ロ
四
及
び
千
八
百
十
八
番
五

の
各
一
部
、
同
番
十
一
、
同
番
十

三
、
千
八
百
十
九
番
五
十
一
並
び

に
千
八
百
二
十
番
十
三
及
び
同
番

十
七
の
各
一
部

多
摩
市
大
字
和
田
字
十
九
号
千
六

百
八
十
六
番
三
及
び
千
六
百
八
十

七
番
一

山
梨
県
上
野
原
市
上
野
原
二
十

六
番
地

株
式
会
社
⻆
屋
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

秦

孝
延

小
平
市
上
水
本
町
三
丁
目
千
六
百

四
十
九
番
二
か
ら
同
番
四
ま
で
、

千
六
百
五
十
番
一
、
同
番
三
、
同

番
四
、
千
六
百
五
十
一
番
一
、
同

番
二
及
び
千
六
百
五
十
九
番
九

東
大
和
市
向
原
六
丁
目
九
百
三

十
八
番
の
二
明
恵
ビ
ル
一
階

株
式
会
社
住
健
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
取
締
役

中
澤

清

調
布
市
染
地
一
丁
目
八
番
一

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

西
野

弘

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
京
王
電
鉄
京

王
線
（
笹
塚
駅
〜
つ
つ
じ
ヶ
丘
駅
間
）
連
続
立
体
交
差
化
及
び
複
々

線
化
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

京
王
電
鉄
株
式
会
社

代
表
取
締
役

紅
村

康

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

二

対
象
事
業
の
名
称

京
王
電
鉄
京
王
線
（
笹
塚
駅
〜
つ
つ
じ
ヶ
丘
駅
間
）
連
続
立
体

交
差
化
及
び
複
々
線
化
事
業

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日

五

届
出
日

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
Ｔ
Ｇ
Ｍ
Ｍ
芝
浦
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
（
Ａ
棟
・
ホ
テ
ル
）

二

店
舗
所
在
地

港
区
芝
浦
三
丁
目
百
十
八
番
二
ほ
か

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

ほ
か

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

未
定

六

新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
十
一
月
三
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

五
千
七
百
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

六
十
三
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

百
三
十
七
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

五
百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

三
十
四
・
〇
〇
立
方
メ
ー
ト

ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
六
時
三
十
分
。
た
だ
し
、
一
部
店

舗
の
み
二
十
四
時
間
営
業

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

翌
午
前
一
時
三
十
分
ほ
か
。
た
だ
し
、

一
部
店
舗
の
み
二
十
四
時
間
営
業

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

二
か
所

店
舗
南
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

午
前
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

十
七

届
出
日

平
成
三
十
年
三
月
二
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
八

月
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
八
王
子
駅
南
口
商
業
施
設

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
旭
町
三
十
番
八
十
五
ほ
か

三

設
置
者
名

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三
十
三
番
八

号

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

未
定

六

新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
三
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

四
千
六
百
三
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

隔
地
ほ
か

六
十
六
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
北
側
ほ
か

百
九
十
五
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
北
側

百
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

店
舗
内

十
四
・
七
七
立
方
メ
ー
ト
ル
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容
量

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
七
時

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
前
零
時
ほ
か

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三

十
分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

三
か
所

隔
地
ほ
か

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
五
時
か
ら
翌
午
前
一
時
ま
で

十
七

届
出
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
八

月
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

東
急
ス
ク
エ
ア
ガ
ー
デ
ン
サ
イ
ト

二

店
舗
所
在
地

大
田
区
田
園
調
布
二
丁
目
六
十
二
番
四

号

三

設
置
者
名

東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
南
平
台
町
五
番
六
号

五

変
更
前
の
開
店
時
刻

午
前
十
時

六

変
更
後
の
開
店
時
刻

午
前
九
時
ほ
か

七

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十

分
ま
で

八

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十

分
ま
で

九

変
更
日

平
成
三
十
年
五
月
一
日

十

届
出
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
八

月
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ラ
イ
フ
西
小
岩
店

二

店
舗
所
在
地

江
戸
川
区
西
小
岩
三
丁
目
三
十
五
番
二
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

四

意
見

ア

聴
取
者

江
戸
川
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
十
六

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る

条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定

め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見

の
概
要
に
つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名
、
店
舗
所
在
地
及
び
設
置
者
名

㈠
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
ラ
イ
フ
東
府
中
店

イ

店
舗
所
在
地

府
中
市
若
松
町
二
丁
目
一
番
五
ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

㈡
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
ダ
イ
ワ
ロ
イ
ネ
ッ
ト
ホ
テ
ル
有

明
南
Ｋ
区
画
計
画

イ

店
舗
所
在
地

江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番
七
十
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

㈢
ア

店
舗
名

京
王
府
中
駅
ビ
ル

イ

店
舗
所
在
地

府
中
市
府
中
町
一
丁
目
二
番
地
の
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

㈣
ア

店
舗
名

ら
ら
ぽ
ー
と
立
川
立
飛

イ

店
舗
所
在
地

立
川
市
泉
町
九
百
三
十
五
番
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
立
飛
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

㈤
ア

店
舗
名

品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

イ

店
舗
所
在
地

港
区
高
輪
四
丁
目
十
番
三
十
号

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

㈥
ア

店
舗
名

蒲
田
東
急
プ
ラ
ザ
、
蒲
田
駅
ビ
ル
東
館
、

蒲
田
駅
ビ
ル
西
館

イ

店
舗
所
在
地

大
田
区
西
蒲
田
七
丁
目
六
十
九
番
一
号
ほ

か

ウ

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
三
名

㈦
ア

店
舗
名

川
島
ビ
ル

イ

店
舗
所
在
地

稲
城
市
東
長
沼
五
百
十
四
番
地
の
三

ウ

設
置
者
名

有
限
会
社
川
利
商
事

二

東
京
都
の
意
見
の
概
要

ア

概
要

一
㈠
か
ら
㈦
ま
で
の
店
舗
に
係
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
区
市
の
意
見
に
配
意
す
る
と

と
も
に
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
四
条

に
基
づ
く
指
針
を
勘
案
し
、
総
合
的
に
判

断
し
て
、
意
見
な
し
と
す
る
。

イ

意
見
の
通
知
日

平
成
三
十
年
三
月
一
日

三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振

興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）

四

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月

十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

西
東
京
都
市
計
画

道
路
事
業
三
・
三

・
十
四
号
新
東
京

所
沢
線

西
東
京
市
北
町
六
丁

目
、
北
町
三
丁
目
及

び
北
町
二
丁
目
地
内

平
成
三
十

年
三
月
二

十
二
日
関

東
地
方
整

備
局
告
示

第
六
十
七

号

北
多
摩

南
部
建

設
事
務

所

水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
付
東
京
都
公
報
に
東
京
都
水
道
局
長

名
で
公
告
し
た
「
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
に
つ
い

て
」
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
者
の
水
道
料
金
の
減
免

措
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
減
免
措
置
の
期
間
を
延
長
す
る
の
で

公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
水
道
局
長

中

嶋

正

宏

一

延
長
前
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

二

延
長
後
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て
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東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
下
水
道
局
長

小

山

哲

司

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

平
成
三

十
年
二

月
一
日

二
五
五
八

株
式
会
社

玄
空
調

中
野
区
沼
袋

二
丁
目
十
三

番
九
号

中
野
区
松
が

丘
二
丁
目
十

四
番
八
号

同
日

四
六
〇
六

有
限
会
社

優
駿
設
備

板
橋
区
新
河

岸
三
丁
目
四

番
十
二
号

キ
ャ
ニ
オ
ン

グ
ラ
ン
デ
新

高
島
平
四
〇

三
号
室

板
橋
区
成
増

四
丁
目
三
十

五
番
十
一
号

コ
ー
ポ
ラ

ス
成
増
二
〇

三
号
室

平
成
三

十
年
二

月
二
日

二
八
七
九

温
調
技
研

株
式
会
社

世
田
谷
区
北

沢
一
丁
目
四

十
番
六
号

世
田
谷
区
喜

多
見
八
丁
目

一
番
四
号

同
月
二

十
二
日

四
六
九
〇

都
波
設
備

工
業

台
東
区
清
川

二
丁
目
八
番

十
三
号

葛
飾
区
亀
有

一
丁
目
十
三

番
一
号

同
月
二

十
六
日

一
九
四
八

株
式
会
社

親
和
設
備

練
馬
区
大
泉

町
四
丁
目
四

十
六
番
十
二

号

練
馬
区
大
泉

町
二
丁
目
三

十
九
番
十
一

号

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

平
成
三

二
一
七
八

株
式
会
社

星
野

真
範

星
野

晃
成

十
年
二

月
十
九

日

芳
賀
工
業

同
月
二

十
日

三
七
四
〇

有
限
会
社

坂
本
設
備

水
工
社

坂
本

亘

坂
本
晃
一
郎

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
下
水
道
局
長

小

山

哲

司

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
四
八
九

佐
渡
建
設

株
式
会
社

三
瓶

利
一

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
四

十
四
番
四
号

五
四
九
〇

株
式
会
社

Ａ
Ｑ
Ｕ
Ａ

冨
里

志
門

渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁

目
十
番
六
号

モ
ン
・

ル
ポ
三
〇
一

二

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
七
日

下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
六
月
十
六
日
付
東
京
都
公
報
に
東
京
都
下
水
道
局

長
名
で
公
告
し
た
「
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
け

る
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
者
の
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ

い
て
、
減
免
措
置
の
期
間
を
次
の
と
お
り
延
長
す
る
の
で
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

東
京
都
下
水
道
局
長

小

山

哲

司

一

延
長
前
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

二

延
長
後
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
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